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電話(03)5255-3631 (代表）行 法人 製品安全協会

「携帯用簡易ガスライタ」の改正基準による
事 務 受 付 開 始 に つ い て

認定基準の主な改正内容「携帯用簡易ガスライタの認定基準及び基準 ◆

確認方法」は昭和５２年に制定され、その後、 適用範囲から「燃料を再充填できるもの」を∗
昭和５５年、平成元年に改正が行われましたが、 除外しました。

依然として製品事故が多数発生しています。こ ケース等の附属品の取り付けによる事故防止∗
のため、最近の製品事故の発生状況や国際規格 の観点から、附属品に係る規定を新設しまし

の動向等を踏まえ、更なるライタの安全性向上 た。

を図ることを目的に、昨年（平成１６年）１１ 長期の保管によって炎が不安定になる蓋然性∗
月５日付で基準の改正を行いました。その改正 が高まることから、使用期限等の表示規定を

基準による事務受付を平成１７年４月１日に予 新設しました。

定しているため、説明会を２月９日（当協会本 ＩＳＯとの整合性について検討し、次の変更∗
部）及び２月１０日（大阪地区）に開催しまし を行いました。

た。 ・炎の高さ調整装置があるものの最大高さを

認定基準及び検査マニュアルの改正内容の概 150mm→120mmに変更しました。

要は以下のとおりです。 ・耐熱性の温度条件を55℃→65℃に変更しま

なお、新基準への適合性に関する相談、旧基 した。

準から新基準への経過措置等詳細につきまして ・炎の高さ及び消火時間に係る内燃式ライタ

は、当協会業務グループ 第二分野担当の松田 の特則を設けました。

検査マニュアルの主な改正内容又は大山までお問い合わせください。 ◆

（お問い合わせ先） 再充填できるものに係る各規定を削除しまし∗
ＴＥＬ：０３－３５１７－５４１１ た。

Ｅ－mail：t-matsuda@sg-mark.org 耐熱式試験装置及び耐燃料性試験装置の要件∗
f-ooyama@sg-mark.org を定めました。

ガス漏れ量の測定に関する細則を定めました。∗
継続燃焼規定の解釈を定めました。【携帯用簡易ガスライタの認定基準及び検 ∗
製造年月や使用期限等の略号に関する解釈及査マニュアルの改正の概要】 ∗

◆認定基準を改正することで、次の現象を防止 び記載方法の細則を定めました。

することにより、傷害の低減が期待されます。 使用期限等の期間に関する算定の考え方を定∗
ケースが関係したレバー戻り不良による残 めました。∗
火 使用上の注意事項の記載個所とその方法に関∗
フィルタ等の経時劣化による不安定な炎 する細則を定めました。∗
過大な炎の生成（形成）∗
耐熱性不足による破裂等∗

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
URL http://www.sg-mark.org消費生活用製品の安全性に関するご相談は当協会まで。 発行人 岡林 哲夫【 】
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生活評論家 佐藤 順子

●乳幼児用移動防止さくで死亡事故

赤ちゃんの成長に伴う行動は予測がつきません。

核家族家庭のママは緊張の連続です。と、いって

２４時間赤ちゃんを見守るのは無理な相談です。

家屋内に階段や危険な段差がある場合などでは

乳幼児に無理のない方法でその行動を制限する構

造物がほしくなります。そんなとき役に立つのが

『乳幼児用移動防止さく』です。

危険を防止するはずのこの防止さくで、以前１

歳２か月の幼児が首を挟んで死亡・・という痛ま

しい事故がありました。首挟み事故やすき間に指

を挟んで切断というケースも報告されています。

製品安全協会はこうした事故が起こらないよう

『乳幼児用移動防止さく』の基準を設け、認定基

準に合致した製品にはＳＧマークを表示していま

す。

●安全の基準は

『乳幼児用移動防止さく』（以下『さく』と

いう。）は、一般家庭での使用を対象として、

「聞き分けができる、一人歩きができる、なん

とか階段の上り下りができる」年齢の上限であ

る２４月以内の乳幼児を対象としています。ま

た、さくは（家の廊下の幅に対応できるよう）

広げ幅を1,200mm以下としています。

なお、さくの認定基準ではすき間や間隔、耐

久性、その他の数値を定めていますが、これら

はこの年齢の乳幼児の体格や力を調査し、安全

値を含めて決定したものです。

『さく』には手足や人体に害のあるささくれ

やとがり等があってはなりません。また、乳幼

児が容易に開閉したり取り外しできない構造で

なくてはなりません。

乳幼児がさくのすき間から滑り落ちたり、指

を挟むことがないよう、さくの下端と床の間隔

は５０mm以下とし、さくのすき間や柱に取り付

けたときのすき間について、また、足をかけて

上ることができない構造であることなども基準

に定めています。

。

特に重大事故につながりかねないのは首を挟

むこと。そこで、さくの下わく上面から上わく

下面までの高さを800mm以上と定めていますが、

この年齢の幼児がつま先立ちしたり、下わくに

乗った場合も危険がないよう考慮したものです。

万一、首がＶ字わくに挟まれても締めつけら

れることのないよう、上わくと下わくの角度は

９０度以上の広さがなければなりません。

さんを揺すったり、どしんとぶつかったりす

る場合も考えられますが、強度は２４か月児の

体重の１．５倍を考慮して定められています。

また、着用している衣服やケープ等のひもが

引っかかりにくいよう、さくを構成する部材は

２０mm以上突き出てはなりません。

使用される材料は、耐食性金属材料は防せい

処理が施され、合成樹脂製品や塗料の安全性は

おもちゃの規定にマッチしていること。繊維製

品を使用しているときは厚生省の試験方法に適

合していなければなりません。

●購入するときは

ときにはパックしたままの商品を受け取る仕

組みの売り場もありますが、そのときは見本を

確認すること。通信販売で購入するときは、返

品が可能かどうかもチェック。ＳＧマークの有

無を確認することはいうまでもありません。

●消費者としてここに注意

取り付けは取扱説明書の注意事項を守ること。

そして、さくを廃棄するまで保存しましょう。

掛け金は完全にかけ、さくを使用していても

乳幼児の行動には十分注意してください。

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
「ＳＧニュース」のメール配信を開始し、ＳＧ

マークの表示数量、事故届出状況及び消費生活

用製品ＰＬセンターの相談等受付状況について

は、当協会ホームページでご欄いただけます。

アドレス及びパスワードは次のとおりです。

ｱﾄﾞﾚｽ http://sg-mark.org/DATA/data.htm

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ofm0802

（パスワードは随時変更する場合があります。）
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